
報告（1）

11月30日（木）開会

4日（月）一般質問 井本議員（公明） 寺本議員（自民） 平江議員（熊本自民）

5日（火）一般質問 上田議員（市民連合） 井芹議員（共産） 筑紫議員（参政）

6日（水）一般質問 瀬尾議員（無所属） 高瀬議員（公明） 田島議員（自民）

7日（木）一般質問 松川議員（熊本自民） 西岡議員（市民連合） 伊藤議員（公明）

8日（金）一般質問 荒川議員（自民） 松本議員（熊本自民） 村上麿議員（自民）

12日（火）予算決算委員会分科会、部門別常任委員会

18日（月）予算決算委員会（分科会長報告、締めくくり質疑、表決）

20日（水）委員長報告、質疑、討論、表決、閉会

２　本会議（一般質問） 質疑要旨 ・・・ Ｐ2

３　予算決算委員会分科会　質疑要旨 ・・・ 該当なし

４　教育市民委員会　質疑要旨 ・・・ Ｐ15

５　予算決算委員会（締めくくり質疑）質疑要旨 ・・・ 該当なし

６　閉会日 質疑要旨 ・・・ 該当なし

令和５年第４回定例市議会報告について

１　日程
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質疑要旨 応答要旨

児童育成クラブの拡充について

放課後児童育成課

　本市における本年度当初の児童

育成クラブの低学年・高学年別の

登録児童数、本年度予算で児童育

成クラブの施設整備がなされた地

域を示すとともに、現時点での見

込みでは令和７年度において全て

のクラブで高学年の受け入れは可

能なのか。また、児童育成クラブ

の充実・拡充に向けた課題は何

か。

　令和５年度４月末時点の登録児童数は、低学年７，０１１人、高学年

４１２人、合計７，４２３人である。

　令和５年度の施設整備については、杉上小、託麻西小の育成クラブ専

用室を増設し、桜木東小、託麻原小、花園小、芳野小の学校教室等の整

備を行った。

　高学年受け入れの進捗状況については、令和５年度までに、公設公営

８０クラブ中、５９クラブで高学年受け入れを完了した。残り２１クラ

ブについては、令和６年度に１０クラブの高学年受け入れを目指した準

備を進めている。残り１１クラブも令和７年度の高学年受け入れを目指

し施設整備や人材確保に努めていく。

　児童育成クラブ利用率の増加や高学年受け入れに伴い、狭隘施設の解

消や支援員確保などの課題があるが、計画的な施設整備により狭隘率の

解消を目指す。

　支援員についても、一般的な募集に加え、各大学や校区自治協、退職

した教職員などへ募集を行うとともに、処遇改善に努め、人員確保して

いきたい。

　待機児童について、少なくとも

低学年の児童については希望する

全ての児童を受入れる体制の整備

を早急に進める必要があると考え

るが、いかがか。【市長答弁】

　児童育成クラブは子育て支援策として、また、放課後のこどもの居場

所として重要な役割を果たしていると認識している。議員ご案内のとお

り、富合校区においては、合併前から３つの保育園で児童育成クラブを

運営していただいている。

　富合校区の人口増加等に伴い利用希望者も増加しており、保護者や地

域の方からは、受入児童数の拡充や開設時間の延長、高学年受け入れの

問題など様々なご意見を「市長への手紙」や「市長とドンドン語ろ

う！」等でいただいている。

　本市としては、富合校区の児童育成クラブに対するニーズは大きく変

わってきていることを認識し、３つの保育園と問題を共有し協議を継続

する中、本年４月には、保育園の施設を整備することにより受入児童数

を３０名増加し１６５名を受け入れられるようになった。

　富合校区においては、今後とも人口増加が予想されることから、引き

続き、希望する全ての児童を受け入れる体制の整備ができるよう３つの

保育園と協議を進めていく。

２　本会議（一般質問） 質疑要旨
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

　児童育成クラブに預けられない

保護者の声に応じるならば、早急

に支援員の賃金アップ若しくは就

労条件の改善などの人材の確保措

置を講じるべきではないかと思う

が、いかがか。【市長答弁】

　児童育成クラブで働く支援員は、会計年度任用職員として雇用してい

るが、賃金については、国の補助金活用や市人事委員会勧告を踏まえ処

遇改善に取り組んできた。

　しかしながら、近隣の他市町村と比較しても高いとは言い難い賃金水

準である。こども達を預かる支援員が働きやすい環境となるよう、今後

も更なる処遇改善に取り組んでいきたい。

教育振興基本計画（教育大綱）に

ついて

教育政策課

　次期教育振興基本計画策定に向

け、これまでの取組に対する評

価・検証や課題認識、課題を踏ま

えた今後の方向性についてはいか

がか。

　コロナ禍などの困難な状況下にあっても、授業や体験活動などの場面

において、こどもたちが自らの力で自立的に行動する姿が多く見られる

ようになるなど、現行計画の基本理念の着実な浸透が図られている。

　また、一人一台のタブレット端末の整備・活用や働き方改革による長

時間勤務の実態改善の成果があったほか、教育ＩＣＴを活用したオンラ

イン学習支援等による不登校児童生徒に対する支援の充実や市立高等学

校・専門学校の改革などにも取り組んできた。

　一方で、端末の利活用に学校間での差があることや、働き方改革の目

標達成には至っていないなど、基本方針等の各項目で課題が残ったほ

か、深刻化・複雑化しているこどもの権利侵害事案に対しては、こども

の最善の利益を守るため、新設されたこども局とも連携し、より一層の

取組が求められている。

　これらを踏まえ、次期計画においては、こどもたちが自ら考え主体的

に行動する力を育む教育を更に推進するため、現行計画の基本理念を引

き継ぐこととし、これに加えて、教育の普遍的使命を果たすとともに、

未来を見据えた教育の実現、取り巻く環境の変化や課題解決に向けた７

つの基本方針を掲げることとしている。

　また、実施計画を新たに作成し、毎年度適切に評価・検証を行うこと

で、これまで以上に機動的で柔軟な教育施策の展開につなげていく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

第２期　学校改革！教職員の時間

創造プログラムについて

教育改革推進課

　教職員の時間創造プログラムに

おけるこれまでの進捗状況と課題

認識、2年間の計画延長すること

により、今後強化する取組につい

て尋ねる。

　本市における教職員の働き方改革については、「学校改革！教職員の

時間創造プログラム」を策定し、時間外の在校等時間の削減や年休の取

得促進等に取り組んでいる。

　その結果、本市教職員の時間外の在校等時間は、全国平均と比較して

１日あたり１時間以上短くなっている。また、時間外の在校等時間が月

８０時間を超過する教職員は、計画策定前の平成２９年度から７割以上

減少した。年休の取得日数についても、本年度に目標である年１６日以

上を達成する可能性があり、全体として教職員の多忙さは改善してきて

いるといえる。

　しかしながら、教職員の勤務環境はまだまだ厳しく、現時点において

は時間外の在校等時間に係る目標を達成していないことは事実である。

国のガイドラインにおける部活動改革推進期間等を踏まえ、プログラム

を令和７年度まで２年間延長し、部活動改革や教育ＤＸの推進等に重点

的に取り組んでいきたい。

学校給食の無償化及び有機農産物

の利用について

健康教育課

　学校給食の無償化を早急に実施

してほしいと考えるが、いかが

か。また、安心、安全な地場産の

有機農産物を使った学校給食への

利用を始めてほしいが、いかが

か。

　本市独自の子育て支援策の一環として、現在、学校給食費の負担軽減

について、具体的に検討しているところである。

　また、国に対しては、学校給食の無償化のための恒久的な財政支援に

ついて、早期実現の要望を行っているところであり、今後も引き続き要

望を行っていく。

　学校給食における地場産物の活用は、食材の安全性や地域の食文化の

維持、地域経済の活性化につながることから、これまでも積極的に取り

組んでいる。

　今後は、これまでの取組に加え、地場産有機農産物の学校給食への利

用についても、効果的な導入方法について研究していく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

英語教師の増員及び豊かな英語力

について

指導課・教職員課

　英語専科教員及びＡＬＴ（外国

語指導助手）を増やして、子供た

ちに豊かな英語力をつけるための

対策を強化しほしいと考えるが、

いかがか。

　英語専科教員については、小学校高学年担任の負担軽減及び英語力・

指導力の向上を目的に、平成３０年度に中学校英語の免許を持つ１０名

を加配により配置し、今年度は１７名まで増員している。次年度におい

ても、国に加配の増員を要望しているところであり、拡充を図っていき

たい。

　ＡＬＴの役割は、主に授業内でのコミュニケーション活動における児

童生徒に対する指導の補助を行うものである。令和２年度の小学校新学

習指導要領全面実施に先行し、平成３０年度から令和元年度までの２ヵ

年で、小・中・高すべての学校に派遣できるよう６４名を配置してお

り、現在の人員で充足しているものと考える。

　現在、ＡＬＴの活用を効果的に行うことで、児童生徒とＡＬＴとのコ

ミュニケーションの機会を増やし、英語力の向上を図っている。

　今後も、国際社会の中で活躍できる児童生徒の育成を目指し英語教育

の充実と国際感覚の涵養に努めていく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

学校トイレの洋式化の推進につい

て

学校施設課

　積極的な予算の増額を行い、速

やかに学校トイレの様式化を完了

させてほしいが、いかがか。

　トイレの洋式化については、教育環境の改善とともに、災害時の避難

所機能の向上を図るうえでも重要と認識しており、令和３年度より１

０ヵ年の整備計画を策定し、順次改修に取り組んでいる。

　また、工事期間を長期休暇中に限らず分散することにより、整備計画

の前倒しにも取り組んでいるところである。

　一方で、工事請負業者の人手不足等により入札不調が続いており、事

業が円滑に進まない事案が生じている。

　今後とも、国の財政支援制度の効果的な活用により財源の確保に努め

るとともに、工事時期の分散や余裕工期の設定といった発注計画の見直

しのほか、受注機会の向上について業界へ協力依頼を行うなど、早期完

了に向けて取り組んでいく。

不登校児童生徒の支援について

総合支援課

　西区へのフレンドリー設置の計

画、高校生が通える施設の検討、

農業体験を取り入れることについ

て尋ねる。

　令和２年度まで中央区・北区・南区の３ヵ所に設置していた教育支援

センター「フレンドリー」について、令和３年度に北区清水教室、４年

度に中央区新町教室、５年度に東区託麻教室を開設した。西区は、他区

に比べ不登校児童生徒数が少ないため現在設置していないが、将来的に

は全区への設置を目指している。

　フレンドリーでは、市内在住の小中学生を対象として不登校支援を

行っている。これまで、高校生やその保護者、学校から不登校について

の相談は受けていないが、まずは、実態を把握し支援の必要性について

研究していきたい。

　フレンドリーでは、地域人材や公民館の講座等を活用しながら様々な

体験活動に取り組んでいる。農業体験活動についても、選択肢の一つと

して捉え検討していく。

6



質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

郷土教育について

教育センター

環境を考慮した学校施設の整備状

況について

学校施設課

　学校施設のZEB化事業の進捗状

況はどうなっているのか。

　学校施設の整備については、これまでも「熊本市公共事業環境配慮指

針」に基づき、校舎の増改築や大規模な改修工事の際には建物の断熱や

内装の木質化を行っているほか、太陽光発電システムについては２１

校、中水道設備については１５校、照明器具についてはすべての学校に

おいて、直管型蛍光灯及び水銀灯のＬＥＤ化を行っている。

　郷土教育の時間数について、熊

本市における郷土教育の時間はど

れほど設けられているのか。ま

た、熊本市立学校で実施されてい

る郷土教育の事例の中で代表的な

ものは何か。

　郷土に関する学習として、小学校の社会科においては、４年生で２２

時間程度の学習を行っており、小学校３年生と６年生の社会科でも数時

間の学習を行っている。

　また、道徳や総合的な学習の時間においても、各小中学校で必要な時

間を設定し、取り組んでいる。

　小学校の社会科では、校区の歴史や熊本市の各区の特徴について学習

している。地域の方に協力してもらったり、熊本城をはじめとした歴史

資料館や記念館を活用したりしながら学んでいる。

　また、「県内の伝統や文化、先人の働き」という項目では、清和文楽

や通潤橋について学習している。

　道徳や総合的な学習の時間においては、堅山南風や中村汀女などのふ

るさとの人々について学ぶなど、学校ごとに課題を設定し、取り組んで

いる。例えば、中村汀女については、その生き方や考え方を学んだ後、

俳句を作る活動も行っている。

　中学校でも、総合的な学習の時間で、地域の特色や伝統・文化につい

て課題を設定し、地域の方々に学ぶ取組を行っている学校もある。例え

ば、田原坂の学習では、史跡や資料館を巡り、当時の人々の思いや日本

赤十字社の発祥について学ぶなど、自分の生き方について考える学習に

つなげている。

　今後も、郷土に関する学習を通して、伝統と文化を尊重し、郷土を愛

する態度を育むことができるよう取り組んでいく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

環境教育の現状について

指導課

　学校教育における環境問題や環

境対策などを学ぶ環境教育の現状

はどうなっているか。

　環境教育については、小・中学校において、理科や社会、家庭科、総

合的な学習の時間等で学習するとともに、学校の活動全体を通じて取り

組んでいる。

　熊本県が主催する各学校における環境教育の充実のための「学校版環

境ＩＳＯ」には熊本市内の全小中学校が参加し、節電や節水、リサイク

ル等日常的な取組を重ねている。

　また、緑のカーテン、雨水の利活用、落ち葉を利用した腐葉土づくり

等を実施している学校もある。

　環境教育は持続可能な未来の実現に大いに貢献するものであり、今後

も推進していく。

天明義務教育学校施設整備につい

て

教育改革推進課

　天明校区の学校施設整備におけ

る環境負荷低減への取組、環境へ

の配慮についてどう考えている

か。

　天明校区施設一体型義務教育学校の施設整備にあたっては、再生可能

エネルギーの利活用や省エネルギーの徹底により、本市の学校施設にお

いて初となるＺＥＢ認証取得を目指している。

　また、内装材の木質化を積極的に行い、使用する木材については可能

な限り県産材を使用することや環境教育への活用も可能な施設整備を行

う予定としている。

　新設を検討中である向山校区における施設一体型義務教育学校におい

ても、天明校区での取組を参考に、環境に配慮した魅力ある学校づくり

に取り組んでいく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

生徒の新たな休暇制度について

指導課

　他自治体を参考に、土・日・祝

日は仕事で、こどもと一緒に過ご

す時間を確保できていない家庭も

あることから、熊本市でも実施し

たらいかがか。熊本市独自の「ふ

れあい休暇」というように、旅行

に限らず保護者との触れ合うため

の休暇にしたらいかがか。

　別府市の「たびスタ」と愛知県の「ラーケーションの日」は、ともに

９月にスタートした制度である。

　どちらも、家族旅行等の計画を学校に提出させる仕組みとなっている

が、大人が企業等で休暇をとる場合には、そうしたことは許されておら

ず、学校においても、それは家庭への過剰な干渉なのではないかと感じ

る。

　なお、このような制度の実施を検討するにあたっては、学校現場の意

見を聞くことはもちろんのこと、本年４月に施行されたこども基本法に

基づいて、こどもや保護者の意見聴取を行うことも不可欠であると考え

る。

　本市として、別府市や愛知県の制度をそのまま導入するのではなく、

これらの意見も踏まえ丁寧に検討していく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

不登校の現状と今後の対応方針に

ついて

総合支援課

　不登校児童生徒や暴力行為の増

加について、この状況をどのよう

に考えるか。また、不登校児童生

徒への対応方針についてはいかが

か。

　本市の不登校の要因は、無気力・不安が最も多く、次いで、生活リズ

ムの乱れや遊び、非行が続く。コロナ禍による生活環境の変化などによ

り、登校する意欲が湧きにくい状況にあったことなども背景として考え

られる。

　暴力行為についても、議員ご案内のとおり令和４年度は再び増加傾向

となり過去最多となった。児童生徒に対して、詳細な見取りを行うこと

で把握が増えたこと、同じ児童生徒が繰り返し暴力行為を行ったことな

どが、暴力行為の認知件数の増加の一因になったと考えられる。

　本市としては、不登校を含む長期欠席児童生徒が、どこともつながら

ないことが課題と考えており、これをゼロにすることを目標に取り組ん

でいる。

　具体的には、学校からの定例報告において、学校内外でのつながりを

確認するとともに、フレンドリーやユア・フレンド、フレンドリーオン

ラインなどの不登校支援の充実に取り組んでいる。また、中学校１２校

へ不登校対策サポーターを配置し、校内における支援の充実を図ってい

る。

　文部科学省も、不登校児童生徒の支援は「学校に登校する」という結

果のみを目標にするのではなく、社会的に自立することを目指すとの考

え方を示しており、不登校児童生徒の削減のみならず、長期欠席者の実

態を把握し対応を行っていく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

不登校対策サポーター制度につい

て

総合支援課

　不登校サポーター制度の成果に

ついてはいかがか。また、不登校

サポーター制度を充実する理由に

ついてはいかがか。

　不登校対策サポーターが別室等で不登校児童生徒に対応することで、

登校しても教室に入れない児童生徒の居場所となるとともに、他の職員

の負担軽減につながっている。

　平成３０年度から３年間、不登校対策モデル校として、不登校対策サ

ポーター、スクールソーシャルワーカーの重点配置、スクールカウンセ

ラーの時間増を行った２つの中学校では、不登校出現率が抑えられるな

どの効果が見られた。

　不登校対策サポーターを配置し、校内支援体制を充実させることで、

不登校児童生徒が安心感をもって登校でき、学校はより細やかでスピー

ド感のある対応ができると考えており、必要な人員の確保に努めていき

たい。

　学びの多様化学校は、カリキュラムに柔軟に取り組むことができるな

ど、児童生徒の事情に配慮して学びやすい工夫ができる制度だが、教職

員の人員配置や施設の確保、整備など課題も大きいため、引き続き、調

査・研究を行っていく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

通常学級における読み書きが困難

な生徒に対する対応について

総合支援課・教育センター

　京都府総合教育センターでは通

常の学級に在籍する読み書きに困

難な児童生徒に対し、IＣＴ機器

等を活用した指導支援について研

究が行われている。この取組をど

のようにお考えか。

　京都府では、読み書きが困難な児童生徒の支援や教職員の研修等、先

進的に取り組まれており、全ての児童生徒が学びやすいユニバーサルデ

ザインの授業を学校に広げるうえでも大変参考になる取組であると考え

る。

　本市においては、障がいのある児童生徒の助けとなるように、１０年

ほど前から音声教材の活用に取り組み、タブレットの全校配布後は、各

学校の求めに応じて読み書きの苦手さに対応したアプリケーションを使

用できるようにするなど、支援の充実に努めている。

　また、教職員に対しては、専門家やベテランの教諭等が助言する体制

を構築し、授業のサポートを行っている。

　しかし、読み書き障がいに対する理解や支援といった点で教職員間に

差があることから、更なる理解の推進が必要と考えている。

　今後は、京都府の事例も参考に、全ての教職員が読み書き障がいのあ

る児童生徒の学習保障を実施できるよう、研修の充実を図っていく。

12



質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

大学生学校教育活動アシスタント

事業について

教職員課

　大学生学校教育活動アシスタン

ト事業は、学生と学校の双方から

評価が高い画期的な取組であり、

教員不足解消への一歩となると考

えるが、今後の継続や拡充はいか

がか。

　大学生学校教育活動アシスタント事業については、学校現場の活動を

実体験しつつ謝礼を得られる学生側、日頃からマンパワーの不足に悩む

学校側の双方から歓迎されている事業であり、将来の本市教員のなり手

を増やすためにも、是非継続したいと考えている。

　アシスタントの人数や活動日数の拡充については、現在１２７人の学

生から申込みがありながら２５人しか活動できていない実態も踏まえ、

より効果的な手法を検討していきたい。

　また、アシスタントには交通費を支払っていないが、現状において

も、移動に係る負担がかからないよう、活動を希望する学校や区を学生

に確認したうえで配置しており、今後も学生に負担がかからないよう配

慮していく。

プレハブ教室について

学校施設課・教育改革推進課

　プレハブ校舎の問題を今後どの

ように考えているか。また、老朽

化したプレハブ校舎の対応はどう

するのか。また、地域への説明を

実施すべきではないか。

　プレハブ教室については、校舎の仕様に準じた整備を行っており、学

習環境としての基準は満たしていると考えている。

　また、設置が長期にわたるプレハブ教室の不具合箇所については、修

繕等の対応を随時行っている。

　しかしながら、プレハブ教室は一時的な児童生徒の増加に対応するも

のであり、設置が長期にわたるものについては、児童生徒数の将来推計

や宅地開発等周辺環境の変化を総合的に勘案し、解消に努めてきたとこ

ろである。

　飽田地区については、地区内の開発が進み、児童生徒数が増加してお

り、学級数も当面減る見込みがないことから、プレハブ教室解消へ向け

た検討を行っているところである。

　今後も、校舎増改築等の施設整備や通学区域の弾力化等も視野に入れ

た検討を引き続き行い、保護者や地域への説明を適時行っていく。
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質疑要旨 応答要旨

２　本会議（一般質問） 質疑要旨

託麻東小学校の現状について

学校施設課・指導課

　特別教室等を普通教室に転用し

ている状況はないか。また、いく

つの教室をプレハブ教室で代用し

ているのか。

　託麻東小学校では、建設当時に図工室として整備されていた教室を、

現在、普通教室に転用している。

　また、プレハブ教室については、現在６教室となっている。

　託麻東小学校の児童数は、今後

どのように推移すると見込んでい

るのか。また、増加が見込まれる

場合は、教室等の確保の見込みは

どうなっているか。

　今後の児童数であるが、現在の土地利用を前提にすると校区内に住宅

建設が可能な土地が残り少ないため、令和８年度をピークに減少するこ

とを見込んでいる。

　そのため、現状のところ、分離新設校ではなく校舎増築で対応するこ

ととしており、今年度設計に着手する。

　託麻東小学校の分離新設校を早

期に整備する必要性について、見

解を尋ねる。

　今後、ＴＳＭＣなどの半導体産業の進出に関連して土地利用方針が変

わるなど、状況が大きく変化する場合には、改めて分離新設校の整備も

含め検討してまいる。
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質疑要旨 応答要旨

熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例及び熊

本市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置条

例の一部改正について

教職員課

　県立高校に副校長が導入された時期に、同様に市

立高校に導入しなかった経緯は。

　当時どのような検討を行ったかは把握していな

い。現在、高校改革に取り組むにあたって、真にそ

の必要性に直面したことから、改正が必要であると

判断している。

　副校長を配置することで、職員間で円滑なコミュ

ニケーションが図れるようにしていただきたい。

〈要望〉

公の施設の他の団体の利用に関する協定について

市立図書館

　菊陽町、益城町の図書館との相互利用に関する協

定を締結していない理由は。

　地域住民のサービスを優先させたいとの意向をお

持ちであり、協定締結には至っていない。

　東区は人口も増えているため、東区への図書館設

置について検討してもらいたい。〈要望〉

　協定を締結している自治体間における図書館の相

互利用の実績は素晴らしいものがある。積極的に周

知を行い、益城や菊陽も含め、幅広く図書館の相互

利用ができるよう、取り組んでほしい。〈要望〉

４　教育市民委員会　質疑要旨

15



質疑要旨 応答要旨

４　教育市民委員会　質疑要旨

インクルーシブ教育について

総合支援課

　インクルーシブ教育を今後どのように進めていく

か。

　共生社会を目指して、障がいのあるこども、ない

こどもが一緒に自然な形で交流している。インク

ルーシブ教育を進める上では、マンパワーが重要で

あり、学級支援員や特別支援学級などの職員の充実

を図っていくとともに、児童生徒や保護者のニーズ

に沿った対応を行っていく。

教員不足について

教職員課

　育休や病休を取得している教員の代替補充はでき

ているのか。

　補充はできていない。12月1日付で29人の教員未

配置が生じており、その多くが育休・病休である。

　今後の対応方針は。 　大量採用に伴い臨採登録者が枯渇していることが

原因である。ペーパーティーチャー講習会の開催な

ど、臨採の掘り起こしを図っている。

　熊本県が、民間経験者を教員として採用する旨の

報道があっているが、市の受け止めはいかがか。

　市としても教員免許を有する民間経験者の経験を

活かす減免制度を設けている。

　県が今回導入する制度は免許無しの方を対象とし

ており、本市においては、現時点で、そこまでの必

要性はないと考えている。県の場合は、工業や商業

などの専門的な教科の教員が必要なことから、この

ような制度を設けたのではないか。

　教員の確保につながるような、有用な取組を推進

してほしい。〈要望〉
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質疑要旨 応答要旨

４　教育市民委員会　質疑要旨

教育振興基本計画・教育大綱について

教育政策課

　教育振興基本計画の内容を先生やこどもたちに

しっかりと伝えることが必要だが、この内容はこど

もたちにとって難しいのではないか。

　今後、こどもたちへのアンケートを行う予定だ

が、このアンケートについては、こどもに分かりや

すい表現に改め、選択式のアンケートとするなどの

工夫を行った上で進めたいと考えている。

魅力ある学校づくり基本構想について

教育改革推進課

　向山幼稚園を含めた市立幼稚園の将来の見通しを

もち、投資が無駄にならないよう、将来の少子化と

財政負担を念頭に入れて検討をしてほしい。＜意見

＞

教職員の時間創造プログラムにおける実績報告及び

プログラムの延長骨子（案）について

教育改革推進課

　残業時間等の数字は出ているが、持ち帰り残業や

数字に見えない教職員の満足度のようなものは聞い

ているか。教職員の生の声を分析してほしい。

　今回は勤務時間外等の数字の実績のみの報告だ

が、教職員の負担感等については、アンケートを例

年2月頃にとっている。結果は、第2回定例会で報告

する。

　熊本市部活動改革検討委員会で、学校部活動は継

続する方向性が出されたが、議論の経緯は。

　小学校部活動の地域移行により、総合型地域ス

ポーツクラブはその対応で余力がないこと、地域の

指導者が高齢化していること、中学生向けの専門的

な指導ができないこと、競技によっては教職員以外

に指導者がいないこと等から、学校部活動の課題解

消を図ったうえで継続させるとの報告に至ったもの

である。
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質疑要旨 応答要旨

４　教育市民委員会　質疑要旨

　部活動に対する保護者の負担額はどうなるのか。 　部活動で使用する消耗品等は保護者負担である。

新たに発生する指導料については、部活動改革検討

委員会において、公費負担を念頭に置きつつも、受

益者負担の在り方について検討を行うとしている。

経済的に厳しい家庭への負担軽減の在り方も含め、

今後検討を行う。

　コロナ禍の際、家庭で真っ先に減らしたのが習い

事の経費だったという声を聞いている。経済的に苦

しい家庭だけでなく、保護者の負担が重くならない

ようにしてほしい〈要望〉

不登校について

総合支援課

　不登校児童生徒が増加しているが、16名のSSWで

対応できているのか。

　学校からの派遣依頼には全て対応できているが、

不登校の児童生徒が増えていることもあり、強く増

員を要望していく。

　SSWの配置について、文部科学省の基準では、中

学校区に一人となっている。この点に関する次長の

見解はいかがか。

　人員増に向け、しっかりと取り組んでいきたい。

熊本博物館の企画展について

熊本博物館

　加藤忠弘と熊本城展について、周知不足ではな

かったか。企画段階から関係団体や観光部門とも連

携して開催するべきではなかったか。

　周知が足りていないとのご指摘については、今後

も広く広報していきたい。また、今回の展示会は、

考古の学芸員が担当しており、お城の瓦や石垣等の

文化財を中心とした企画であった。今後、地元にゆ

かりのある方を取り上げる際には企画段階から他部

門との調整を含め取り組みたい。
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